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(57)【要約】
【課題】運転支援レベルが下がる場合に運転者に違和感
を生じさせることを抑制できる運転支援装置を提供する
こと。
【解決手段】車両の周囲の走行環境情報を取得し（Ｓ１
０）、走行環境情報に応じて車両の自動レベルを設定し
その自動化レベルが低下する場合、その運転支援レベル
を段階的に低下させて運転支援制御を実行する（Ｓ２２
）。これにより、運転支援レベルが低下していることを
車両の運転者に認識させることができ、運転支援レベル
の低下によって運転者が感ずる違和感を低減させること
ができる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の周囲の走行環境情報を取得する周囲環境情報取得手段と、
　前記車両の運転支援を行う運転支援手段と、
　前記走行環境情報に応じて前記運転支援手段の運転支援動作を制御するものであって、
前記運転支援手段の運転支援レベルを低下させる場合に運転支援レベルを徐々に低下させ
る運転支援制御手段と、
を備えた運転支援装置。
【請求項２】
　前記運転支援制御手段は、前記走行環境情報の信頼度が低いほど前記運転支援レベルを
低下させる、
請求項１に記載の運転支援装置。
【請求項３】
　前記運転支援制御手段は、前記走行環境情報の信頼度が低い領域に前記車両が進入する
と予測された場合に、その進入前に前記運転支援レベルを低下させる、
請求項１又は２に記載の運転支援装置。
【請求項４】
　前記運転支援制御手段は、前記運転支援レベルを低下させる場合にその低下させる時間
が所定時間よりも短時間である場合には前記運転支援レベルを低下させないで運転支援を
行わせる、
請求項１に記載の運転支援装置。
【請求項５】
　前記走行環境情報に応じて前記運転支援手段の運転支援レベルが低下する場合に前記車
両の体感速度を上昇させる体感速度調整手段を備える、
請求項１に記載の運転支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両などの移動体の運転を支援する運転支援装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両などの運転を支援するものとして、例えば特開２００２－２３０６８２号公
報に記載されるように、車両の自動運転可能性の有無を判断するシステムであって、車両
の操舵量や車速に基づいて操舵操作可能性、減速操作可能性、加速操作可能性を演算し、
自動運転可能性を判断するものが知られている。このシステムにおいて、自動運転可能で
ない場合には自動運転に移行することを防止し手動運転とする。
【特許文献１】特開２００２－２３０６８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このようなシステムにあっては、自動運転などの運転支援制御を終了した際に車両の運
転者が違和感を感ずるおそれがある。例えば、自動運転制御を終了して急に手動運転に切
り換わると、運転者が安定した運転操作が行えない。また、自動運転区間と非自動運転区
間が断続している場合、区間が切り換わるごとに自動運転と手動運転が切り換えられ、運
転者が違和感を覚える。
【０００４】
　そこで本発明は、このような技術課題を解決するためになされたものであって、運転支
援レベルが下がる場合に運転者に違和感を生じさせることを抑制できる運転支援装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００５】
　すなわち本発明に係る運転支援装置は、車両の周囲の走行環境情報を取得する周囲環境
情報取得手段と、前記車両の運転支援を行う運転支援手段と、前記走行環境情報に応じて
前記運転支援手段の運転支援動作を制御するものであって、前記運転支援手段の運転支援
レベルを低下させる場合に運転支援レベルを徐々に低下させる運転支援制御手段とを備え
て構成さえる。
【０００６】
　この発明によれば、運転支援手段の運転支援レベルを低下させる場合に段階的に運転支
援レベルを低下させることにより、運転支援レベルが低下していることを車両の運転者に
認識させることができ、運転支援レベルの低下によって運転者が感ずる違和感を低減させ
ることができる。
【０００７】
　また本発明に係る運転支援装置において、前記運転支援制御手段は、前記走行環境情報
の信頼度が低いほど前記運転支援レベルを低下させることが好ましい。
【０００８】
　この発明によれば、走行環境情報の信頼度が低いほど運転支援レベルを低下させること
により、走行環境情報の信頼度が低い場合に高度な運転支援が適切に行えないという事態
を避けることができ、走行環境情報の信頼度に応じた適切な運転支援が行える。
【０００９】
　また本発明に係る運転支援装置において、前記運転支援制御手段は、前記走行環境情報
の信頼度が低い領域に前記車両が進入すると予測された場合に、その進入前に前記運転支
援レベルを低下させることが好ましい。
【００１０】
　この発明によれば、走行環境情報の信頼度が低い領域に車両が進入すると予測された場
合にその進入前に運転支援レベルを低下させることにより、走行環境情報の信頼度が低い
領域に車両が進入する際に事前に運転支援レベルを低く調整することができ、走行環境情
報の信頼度に応じた適切な運転支援が行える。
【００１１】
　また本発明に係る運転支援装置において、前記運転支援制御手段は、前記運転支援レベ
ルを低下させる場合にその低下させる時間が所定時間よりも短時間である場合には前記運
転支援レベルを低下させないで運転支援を行わせることが好ましい。
【００１２】
　この発明によれば、運転支援レベルを低下させる場合にその低下させる時間が所定時間
よりも短時間である場合には運転支援レベルを低下させないで運転支援を行わせることに
より、運転支援の内容が頻繁に変更されることを抑制することができる。
【００１３】
　また本発明に係る運転支援装置において、前記走行環境情報に応じて前記運転支援手段
の運転支援レベルが低下する場合に前記車両の体感速度を上昇させる体感速度調整手段を
備えることが好ましい。
【００１４】
　この発明によれば、走行環境情報に応じて運転支援レベルが低下する場合に車両の体感
速度を上昇させることにより、車両の運転者に自然に運転操作を促すことが可能となる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、運転支援レベルが下がる場合にその運転支援レベルを段階的に低下さ
せることにより、運転者に違和感を生じさせることを抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態について説明する。なお、図面の説明にお
いて同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
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【００１７】
　図１に本発明の第一実施形態に係る運転支援装置の構成概要図を示す。
【００１８】
　図１に示すように、本実施形態に係る運転支援装置１は、運転支援対象となる車両に設
置され、その車両の運転支援を行う装置であって、例えば走行環境に応じて車両の自動化
レベルを設定して自動運転制御を行うものである。
【００１９】
　運転支援装置１は、例えばナビゲーションシステム２、走行環境検知部３、方向指示器
４、通信部５、ＥＣＵ（Electronic Control Unit）６、走行出力部７、体感速度調整部
８を備えて構成される。
【００２０】
　ナビゲーションシステム２は、車両の自車の位置を検出する自車位置検出手段として機
能するものであり、例えば、道路の地図データを備え、ＧＰＳ（Global Positioning Sys
tem）を用いて位置検出可能なものが用いられる。ナビゲーションシステム２は、車両の
走行ルートを設定することが可能となっている。ナビゲーションシステム２において設定
された走行ルートは、走行ルート情報としてＥＣＵ６に入力され記録される。
【００２１】
　走行環境検知部３は、車両の周囲の物体などを検知して車両の走行環境を検知するもの
であって、車両の周囲の走行環境情報を取得する走行環境情報取得手段として機能する。
この走行環境検知部３としては、例えばミリ波レーダ、レーザレーダ、カメラなどが用い
られる。走行環境検知部３により検知された信号は、ＥＣＵ６に入力され、走行環境情報
として記録される。
【００２２】
　方向指示器４は、車両の進行方向を表示するものであって、車両の進行方向を推定する
進行方向推定手段として用いられる。通信部５は、車々間通信、路車間通信を行う通信手
段であって、通信より車両の走行先の走行環境情報を取得する走行環境情報手段として機
能する。運転支援装置１において、通信部５の設置を省略する場合もある。
【００２３】
　ＥＣＵ６は、運転支援装置全体の制御を行うものであり、例えばＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡ
Ｍを含むコンピュータを主体として構成されている。ＥＣＵ６は、走行環境情報に応じて
運転支援動作を制御する運転支援制御手段として機能する。このＥＣＵ６は、運転支援レ
ベルを低下させる場合に運転支援レベルを徐々に低下させるように運転支援制御を実行す
る。例えば、ＥＣＵ６は、運転支援レベルを低下させる場合に運転支援レベルが段階的に
低下するように運転支援制御を実行する。このＥＣＵ６は、前記走行環境情報の信頼度が
低い領域に車両が進入すると予測された場合に運転支援レベルを事前に低下させる。
【００２４】
　運転支援レベルは、例えば自動運転の自動化レベルであって、走行環境情報の信頼度に
応じて設定され、走行環境情報の信頼度が低いほど低く設定されることが好ましい。この
場合、走行環境情報の信頼度が低いほど運転支援レベルを低下させることにより、走行環
境情報の信頼度が低い場合に高度な運転支援が適切に行えないという事態を避けることが
でき、走行環境情報の信頼度に応じた適切な運転支援が行える。
【００２５】
　ＥＣＵ６は、走行環境情報を記録保存する走行環境データベースを備えており、走行環
境情報の信頼度から運転支援レベルを設定する運転支援レベル演算手段として機能する。
また、運転支援レベルを低下させる場合にその低下させる時間が所定時間よりも短時間で
ある場合には運転支援レベルを低下させないように走行環境情報の信頼度を補正する補正
手段として機能する。またＥＣＵ６は、走行環境情報に応じて運転支援レベルが低下する
場合に車両の体感速度を上昇させる体感速度制御手段として機能する。
【００２６】
　走行出力部７は、ＥＣＵ６から出力される制御信号に応じて自車を走行動作、制動動作
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、操舵動作を行うものであって、例えばエンジンＥＣＵ、ブレーキＥＣＵ、操舵ＥＣＵに
より構成される。
【００２７】
　体感速度変更部８は、車両の体感速度を調整する体感速度調整手段として機能するもの
であり、例えば車高調整機構、速度計調整機、操舵応答調整機構により構成される。
【００２８】
　次に、本実施形態に係る運転支援装置の動作について説明する。
【００２９】
　図２は、本実施形態に係る運転支援装置の動作についての説明図である。図３は、走行
環境情報の信頼度が低下する場合の運転支援内容の説明図である。
【００３０】
　図２に示すように、運転支援対象となる車両ＭがルートＲ１上を走行している。このル
ートＲ１の走行環境情報の信頼度が高い場合、その高い信頼度に応じて高い運転支援レベ
ルが設定され、高い運転支援レベルの運転支援制御が実行される。例えば、操舵操作、ア
クセル操作及びブレーキ操作が全て自動操作となる自動運転制御が実行される。
【００３１】
　この車両Ｍが交差点で左折する場合、ルートＲ１からルートＲ２にルート変更すること
となる。このルートＲ２における走行環境情報の信頼度がルートＲ１の走行環境情報の信
頼度より低い場合、図３（ａ）に示すように、情報信頼度が急激に低下することとなる（
ｔ＝ｔ０～ｔ１の二点鎖線）。
【００３２】
　この場合、運転支援装置１においては、予め走行環境情報の信頼度の低下を推測し、事
前に情報信頼度が低くなるように信頼度が調整される（図３（ａ）ｔ＝ｔ０～ｔ１の実線
）。このため、このような情報信頼度に応じて運転支援レベル、すなわち自動化レベルが
設定されると、図３（ｂ）に示すように自動化レベルは徐々に低下することとなる。
【００３３】
　また、図３（ｃ）に示すように、車両３の体感速度は、予め走行環境情報の信頼度の低
下が推測された場合、徐々に高くなるように調整される。例えば、車高が徐々に低くなる
ように調整され、速度計の速度値が徐々に高くなるように調整され、操舵応答が増加され
るように調整される。
【００３４】
　図４は、本実施形態に係る運転支援装置の動作についての説明図である。図５は、走行
環境情報の信頼度が一時的に低下する場合の運転支援内容の説明図である。
【００３５】
　図４に示すように、運転支援対象となる車両ＭがルートＲ１上を走行している。このル
ートＲ１の走行環境情報の信頼度が高い場合、その高い信頼度に応じて高い運転支援レベ
ルが設定され、高い運転支援レベルの運転支援制御が実行される。例えば、操舵操作、ア
クセル操作及びブレーキ操作が全て自動操作となる自動運転制御が実行される。
【００３６】
　この車両Ｍが交差点で直進する場合、ルートＲ１から一時的にルートＲ２上を通過する
こととなる。このルートＲ２における走行環境情報の信頼度がルートＲ１の走行環境情報
の信頼度より低い場合、図５（ａ）に示すように、情報信頼度が一時的に低下することと
なる（ｔ＝ｔ１～ｔ２の二点鎖線）。
【００３７】
　この場合、運転支援装置１においては、予め走行環境情報の信頼度の一時的な低下を推
測し、事前に情報信頼度が低くならないように信頼度が調整される（図５（ａ）ｔ＝ｔ１
～ｔ２の実線）。このため、このような情報信頼度に応じて運転支援レベル、すなわち自
動化レベルが設定されると、図５（ｂ）の実線で示すように、自動化レベルが変動するこ
となく安定した運転支援が行える。
【００３８】
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　図６は、本実施形態に係る運転支援装置の動作を示すフローチャートである。
【００３９】
　図６に示す制御処理は、例えばＥＣＵ６によって所定の周期で繰り返して実行される。
まず、図６のＳ１０に示すように、走行環境情報取得処理が行われる。走行環境情報取得
処理は、運転支援対象となる車両の走行環境情報を取得する処理であり、例えば走行環境
検知部３により検知される情報に基づいて走行環境情報を取得する。また、通信部５によ
り送信される情報に基づいて走行環境情報を取得してもよい。取得された走行環境情報の
信頼度は、ＥＣＵ６に記録される。その走行環境情報の信頼度に応じて自動化レベルが設
定される。このとき、走行環境情報の信頼度が低いほど自動化レベルが低く設定される。
【００４０】
　自動化レベルは、例えば段階的に設定可能となっている。具体的には、自動化レベルの
高い順に、操舵操作、アクセル操作及びブレーキ操作が全て自動操作となる自動化レベル
、アクセル操作及びブレーキ操作が自動操作となる自動化レベル、ブレーキ操作のみが自
動操作となる自動化レベルが設定されるようになっている。
【００４１】
　そして、Ｓ１２に移行し、走行環境情報の信頼度が低下すると推測されたか否かが判断
される。このＳ１２にて走行環境情報の信頼度が低下すると推測されていないと判断され
た場合には、走行環境情報の信頼度に応じて設定される自動化レベルに従って自動運転制
御が行われる（Ｓ２２）。
【００４２】
　一方、Ｓ１２にて走行環境情報の信頼度が低下すると推測されたと判断された場合には
、その走行環境情報の信頼度の低下時間が所定の時間より短時間であるか否かが判断され
る（Ｓ１４）。ここで、所定の時間は、予めＥＣＵ６に設定される時間値である。Ｓ１４
にて走行環境情報の信頼度の低下時間が所定の時間より短時間でないと判断された場合に
は、走行環境情報の信頼度を徐々に低下させるように走行環境情報の信頼度の補正処理が
行われる（Ｓ１８）。この信頼度の補正処理は、走行環境情報の信頼度が低下する道路の
地点に車両が到達する前に、予め走行環境情報の信頼度を低下させるように補正する処理
である。例えば、図３（ａ）のｔ＝ｔ０～ｔ１の実線で示すように、情報信頼度が徐々に
低下するように補正が行われる。
【００４３】
　一方、Ｓ１４にて走行環境情報の信頼度の低下時間が所定の時間より短時間であると判
断された場合には、走行環境情報の信頼度が低下しないように走行環境情報の信頼度の補
正処理が行われる（Ｓ１６）。この信頼度の補正処理は、走行環境情報の信頼度が低下す
る道路の地点に車両が到達しても、走行環境情報の信頼度が低下しないように信頼度を補
間して補正を行う処理である。例えば、図５（ａ）のｔ＝ｔ１～ｔ２の実線で示すように
、情報信頼度が低下しないように補正が行われる。
【００４４】
　そして、図６のＳ２０に移行し、自動化レベルの変更処理が行われる。この自動化レベ
ルの変更処理は、補正した走行環境情報の信頼度に応じて自動化レベルの設定を変更する
処理である。例えば、図３（ｂ）又は図５（ｂ）の実線で示すように、自動化レベルが変
更される。このとき、運転支援レベル、すなわち自動化レベルを低下させる場合には、徐
々に運転支援レベルが下げられる。また、図３（ｂ）においては、運転支援内容を段階的
に変更することによって自動化レベルが段階的に下げてられているが、運転支援量をリニ
アに下げることにより自動化レベルを徐々に下げていってもよい。
【００４５】
　そして、Ｓ２２に移行し、運転支援制御処理が行われる。運転支援制御処理は、自動化
レベルに応じた運転支援制御を実行する処理である。例えば、操舵操作、アクセル操作及
びブレーキ操作が全て自動操作となる自動化レベルが設定されている場合、操舵操作、ア
クセル操作及びブレーキ操作について自動運転する運転支援制御が実行される。また、ア
クセル操作及びブレーキ操作が自動操作となる自動化レベルが設定されている場合、アク
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セル操作及びブレーキ操作について自動運転する運転支援制御が実行される。また、ブレ
ーキ操作のみが自動操作となる自動化レベルが設定されている場合、ブレーキ操作につい
て自動運転する運転支援制御が実行される。
【００４６】
　そして、Ｓ２４に移行し、体感速度制御処理が行われる。この体感速度制御処理は、自
動化レベルが下げられる場合に、運転者が感じる車両の体感速度が上がるように制御する
処理である。例えば、自動化レベルが下げられる場合に、車高が徐々に低くなるように調
整され、速度計の速度値が徐々に高くなるように調整され、操舵応答が増加されるように
調整される。そして、Ｓ２４の処理を終えたら、一連の制御処理を終了する。
【００４７】
　以上のように、本実施形態に係る運転支援装置によれば、運転支援レベルを低下させる
場合に運転支援レベルを徐々に低下させることにより、運転支援レベルが低下しているこ
とを車両の運転者に認識させることができ、運転支援レベルの低下によって運転者が感ず
る違和感を低減させることができる。
【００４８】
　また、本実施形態に係る運転支援装置において、走行環境情報の信頼度が低いほど運転
支援レベル、すなわち自動化レベルを低下させることにより、走行環境情報の信頼度が低
い場合に高度な運転支援が適切に行えないという事態を避けることができ、走行環境情報
の信頼度に応じた適切な運転支援が行える。
【００４９】
　また、本実施形態に係る運転支援装置において、走行環境情報の信頼度が低い領域に車
両が進入すると予測された場合に、その進入前に運転支援レベルを低下させることにより
、走行環境情報の信頼度が低い領域に車両が進入する際に事前に運転支援レベルを低く調
整することができる。このため、走行環境情報の信頼度に応じた適切な運転支援が行える
。
【００５０】
　また、本実施形態に係る運転支援装置において、運転支援レベルを低下させる場合にそ
の低下させる時間が所定時間よりも短時間である場合には運転支援レベルを低下させない
で運転支援を行わせることにより、運転支援の内容が頻繁に変更されることを抑制するこ
とができる。
【００５１】
　さらに、走行環境情報に応じて運転支援レベルが低下する場合に車両の体感速度を上昇
させることにより、車両の運転者に自然に運転操作を促すことが可能となる。
【００５２】
　なお、上述した実施形態は本発明に係る運転支援装置の一例を示すものである。本発明
に係る運転支援装置は、この実施形態に係る運転支援装置に限られるものではなく、各請
求項に記載した要旨を変更しない範囲で、実施形態に係る運転支援装置を変形し、又は他
のものに適用したものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の実施形態に係る運転支援装置の構成概要図である。
【図２】図１の運転支援装置の動作についての説明図である。
【図３】図１の運転支援装置の動作についての説明図である。
【図４】図１の運転支援装置の動作についての説明図である。
【図５】図１の運転支援装置の動作についての説明図である。
【図６】図１の運転支援装置の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５４】
　１…運転支援装置、２…ナビゲーションシステム、３…走行環境検知部、４…方向指示
器、５…通信部、６…ＥＣＵ、７…走行出力部、８…体感速度変更部。
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